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平成１８年度組織改正対照表
【本庁】 平成１８年４月１日付 NO, 1

現 在 改 正 案 改正内容等

総務部（部長１、審議監１） 総務部（部長１、審議監１）

知事室 知事室

行政企画課 総務企画監 行政企画課 総務企画監 ※行政企画課の「道州制」を企画調整
県政情報課 県政情報課 課に、「電子県庁」をＩＴ推進課に

法務室 法務室 移管
人事課 人事企画監、給与厚生監 人事課 人事企画監、給与厚生監 ※企画振興部の長期総合計画の内部進
財政課 財政課 行管理を行政企画課へ移管

税務課 税務課
地方行政局 地方行政企画監 地方行政局 地方行政企画監 ※企画振興部から「輝く地域創出事業

」を地方行政局に移管

企画振興部（部長１、審議監１） 企画振興部（部長１、審議監１）

企画調整課 総務企画監 企画調整課 総務企画監 ※企画調整課の長期総合計画の内部進
国際交流室 行管理は総務部へ。政策企画機能は

県民活動支援室 県民活動支援室 引き続き企画調整課で実施

文化振興課 文化スポーツ振興課 ※総務部から「道州制」を企画調整課
広報広聴課 広報広聴課 に、「電子県庁」をＩＴ推進課に移

統計調査課 統計調査課 管
ＩＴ推進課 ＩＴ推進課 ※観光・地域振興局から国際交流室と
観光・地域振興局 観光交流監 観光・地域振興局 観光・地域振興監 景観自然室を分離独立

地域振興監 景観自然室 ※観光・地域振興局の「輝く地域創出
景観自然監 事業」を総務部へ移管

国際交流監 ※総合交通対策課に改称
総合交通対策局 総合交通対策課 ※総合交通対策局の「交通バリアフ

パスポート室 パスポート室 リー」は土木建築部に移管

福祉保健部（部長１、審議監１） 福祉保健部（部長１、審議監１） ※審議監の特命事項に「少子化対策」
を追加

福祉保健企画課 総務企画監 福祉保健企画課 総務企画監
保護・監査指導室 保護・監査指導室
医務課 医務課

薬務室 薬務室
健康対策課 健康対策課 ※国保医療室を高齢者福祉課課内室か

国保医療室 ら健康対策課課内室へ移管
高齢者福祉課 高齢者福祉課
介護保険室 介護保険室 ※健康対策課の「精神保健福祉に関す

国保医療室 る事務」を障害福祉課に移管
次世代育成支援課 少子化対策課 ※少子化対策の取組を強化するため、

障害福祉課 障害福祉課 次世代育成支援課を少子化対策課に
改称

生活環境部（部長１、審議監２、 生活環境部（部長１、審議監２、

危機管理監１） 危機管理監１）

生活環境企画課 総務企画監 生活環境企画課 総務企画監

ごみゼロおおいた推進室 ごみゼロおおいた推進室
県民生活・男女共同参画課 県民生活・男女共同参画課

青少年・学事課 私学振興・青少年課 ※県立２大学の大学法人化に伴い、青
私学振興室 （統合） 少年・学事課を私学振興・青少年課
食品安全・衛生課 食品安全・衛生課 に改組し、私学振興室を統合

環境保全課 環境保全課
廃棄物対策課 産業廃棄物対策監 廃棄物対策課 産業廃棄物対策監

消防防災課 防災危機管理課 ※防災危機管理体制を強化するため、
消防保安室 消防防災課を廃止し、危機管理監の

人権・同和対策課 人権・同和対策課 下に、防災危機管理課及び消防保安

室を設置

商工労働部（部長１、審議監２） 商工労働部（部長１、審議監２）

商工労働企画課 総務企画監 商工労働企画課 総務企画監
経営金融支援室 経営金融支援室

工業振興課 産業企画監 工業振興課 産業企画監
産業技術開発室 産業技術開発室
商業・サービス業振興課 商業・サービス業振興課

企業立地推進課 企業立地推進課
労政能力開発課 労政能力開発課

雇用・人材育成対策室 雇用・人材育成対策室
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【本庁】 平成１８年４月１日付 NO, 2
現 在 改 正 案 改正内容等

農林水産部（部長１、審議監４） 農林水産部（部長１、審議監４） ※審議監（農政担当）の特命事項に「お

おいたブランドの推進」を追加
農林水産企画課 総務調整監 農林水産企画課 総務調整監
農地農振室 農地農振室

技術管理室 工事技術管理室
研究普及課 研究普及課

農山漁村支援課 農山漁村支援課
担い手室 担い手室
団体指導課 団体指導課

金融共済室 金融共済室
おおいたブランド推進課 ※農産振興課及び安全流通室をおおい

農産振興課 たブランド推進課及び水田農業振興
園芸振興室 水田農業振興室 室に再編
安全流通室 園芸振興室

畜産振興課 畜産振興課
衛生飼料室 家畜衛生飼料室 ※わかりやすい組織名称にするため、

農村計画課 農村整備計画課 「技術管理室」→「工事技術管理室」
農地整備室 農地整備室 「農産振興課」→「水田農業振興室」
農村環境室 農村環境整備室 「衛生飼料室」→「家畜衛生飼料室」

「農村計画課」→「農村整備計画課」
林務管理課 林務管理課 「農村環境室」→「農村環境整備室」

林産振興室 林産振興室 へ課室名称を変更
森林保全課 森林保全課
森との共生推進室 森との共生推進室

森林整備室 森林整備室

漁業管理課 漁業管理課
水産振興課 水産振興課

漁港漁村整備課 漁港漁村整備課

土木建築部（部長１、審議監２） 土木建築部（部長１、審議監２）

土木建築企画課 総務調整監 土木建築企画課 総務調整監
建設政策課 企画調整監 建設政策課 企画調整監 ※企画振興部の「交通バリアフリー」
工事検査室 工事検査室 を建設政策課に移管

用地対策課 用地対策課
道路課 道路課

道路整備促進室 道路整備促進室
河川課 防災調整監 河川課 防災調整監
水資源対策室 水資源対策室

港湾課 港湾課
港湾経営室 港湾経営室

砂防課 砂防課
都市計画課 都市計画課
公園・生活排水課 公園・生活排水課

建築住宅課 建築住宅課
公営住宅室 公営住宅室

施設整備課 施設整備課
高速道対策局 高速道対策局

県立病院管理局（局長１、審議監１） ※地方公営企業法の全部適用を行い、

（病院局へ） 知事部局とは別に地方公営企業であ
総務企画監 る「病院局」に移行

国民体育大会・障害者スポーツ大会局 国民体育大会・障害者スポーツ大会局
（局長１、審議監２） （局長１、審議監２）

総務企画課 総務企画監 総務企画課 総務企画監
全国障害者スポーツ大会室 ※全国障害者スポーツ大会室を設置

施設調整課 施設調整課
競技式典課 県外競技監 競技式典課
競技力向上対策課 競技力向上対策課

出納事務局（局長１） 出納事務局（局長１）

会計課 総務企画監 会計課 総務企画監

審査・指導室 審査・指導室
用度管財課 用度管財課

県有財産利活用推進室 県有財産利活用推進室
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【地方機関】 平成１８年４月１日付 NO,３
現 在 改 正 案 改正内容等

東国東地方振興局 東部振興局 ※地方行政機関の再編

別杵速見地方振興局 別府事務所
日出水利耕地事務所

大分地方振興局 中部振興局 〃
臼津関地方振興局 臼杵事務所

佐伯南郡地方振興局 南部振興局 〃

竹田直入地方振興局 豊肥振興局 〃
大野地方振興局 豊後大野事務所

大野川上流開発事業事務所 大野川上流開発事業事務所

日田地方振興局 西部振興局 〃

玖珠九重地方振興局 玖珠事務所

宇佐両院地方振興局 北部振興局 〃
西高地方振興局 豊後高田事務所
中津下毛地方振興局 中津事務所

中津県税事務所 中津県税事務所 〃

高田県税事務所

竹田県税事務所 豊後大野県税事務所 〃

東京事務所（行政経済課、企業誘致課） 東京事務所（行政課、企業誘致課、 ※フラッグショップを活用して、情報

流通・観光課） 発信や県産品販路拡大を図るため、
流通・観光課を設置

別府県民保健福祉センター 別府県民保健福祉センター ※市町村合併に伴う組織の縮小
日出地域福祉部 日出地域福祉室
大分地域福祉部 大分地域福祉課

大分郡保健支所 由布保健支所 ※市町村合併に伴う名称変更

大野県民保健福祉センター 豊後大野県民保健福祉センター 〃

宇佐高田県民保健福祉センター 宇佐豊後高田県民保健福祉センター 〃

高田保健部 豊後高田保健部

点字図書館 （指定管理者による管理に移行） ※指定管理者制度導入

看護科学大学

（公立大学法人に） ※公立大学法人制度導入
芸術文化短期大学

農林水産研究センター 農林水産研究センター
三重管理部 豊後大野管理部 ※市町村合併に伴う名称変更

三重家畜保健衛生所 豊後大野家畜保健衛生所 〃

大野土地改良事業事務所 （ 廃 止 ） ※事務所を廃止し、残存事務について
は豊肥振興局豊後大野事務所水利耕

地部へ移管
高田土木事務所 豊後高田土木事務所 ※市町村合併に伴う名称変更

佐伯土木事務所 佐伯土木事務所
東九州自動車道用地対策室 東九州自動車道整備推進室 ※東九州自動車道整備推進のため名称

を変更
三重土木事務所 豊後大野土木事務所 ※市町村合併に伴う名称変更

中津土木事務所 中津土木事務所
（ 新 設 ） 東九州自動車道整備推進室 ※東九州自動車道整備推進のため新設

大分県立病院

がんセンター （病院局へ）
総合周産期母子医療センター ※知事部局から病院局として独立

大分県立三重病院

（ 新 設 ） おおいた国体菊池事務所 ※ボート競技開催準備のための事務所
を熊本県菊池市に設置

（ 新 設 ） 上海共同事務所（駐在員派遣） ※ジェトロ上海センターに大分県とジ
ェトロの共同事務所を設置（駐在員

派遣）

○ 部局の増減 １０ → ９（△１）

○ 課（局、室）の増減 ６３ → ６３
○ 課内室の増減 ３１ → ３４（＋３）

○ 地方機関の増減 ８３（支所１７） → ７０（支所２３） （△１３、支所＋６）


